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事業・制度など 

相模原市と「パートナーシップ宣誓制度に係る 

自治体間連携に関する協定」を締結 

 

 

このことについて、別紙の通り情報提供します。 

 

 

問い合わせ先 総合政策部 人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係 

ＴＥＬ０４６（２５２）８０８７ ＦＡＸ０４６（２５２）０２２０ 

令和７年３月１４日 



・宣誓書→不要 

・宣誓に関する確認書兼同意書→不要 

・戸籍抄本等→不要 

・本人確認書類→提示 

・住民票の写し等→提出 

・パートナーシップ宣誓継続申告書→提出 

・転出元自治体の受領証の原本→提出 

・転出元自治体の受領証カードの原本→提出 

 

 

 

     STEP①  転出時         STEP②  転入時（宣誓日を引継） 

                 受領証等の交付手続 

                   

         

 

 

 

 

 

 

 

 STEP③  宣誓書受領証等を交付 
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STEP④  受領証等を交付した事実を通知 

 

宣 

誓 

者 

返還手続不要 

 

 

 

相模原市と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に 

関する協定」を締結 

～パートナーシップ宣誓制度利用者の負担を軽減～ 

 

座間市と相模原市は、本日、「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関す

る協定」を締結しました。協定締結により、同制度利用者の住所異動に伴う手続きを簡

素化し、負担軽減を図ります。 

パートナーシップ宣誓制度は、同性カップルや事実婚の方など、法律上の婚姻をする

ことが難しい２人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓し、行政

が公的に認める制度です。本市は令和４年１０月から運用を開始し、これまで７組の申

請がありました。 

 

１ 協定名 

パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定 

 

２ 連携の開始日 

令和７年４月１日（火） 

 

３ 協定締結の利点 

・住所異動をする際、転出元の自治体での手続きが不要となります。 

・転入先の自治体の手続きについて、座間市の場合は、戸籍抄本等の提出が不要とな

り、宣誓日も引き継がれます。 

※転入先の自治体の宣誓要件を満たさない場合、自治体間連携を利用できません。 

 

４ 連携の基本事務フロー（相模原市から座間市に転入する場合） 

 

令和 7年 3月 14日 

記者発表資料 
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